
1 

 

 

「街角の年金相談センター」職員募集要領 

 

全国社会保険労務士会連合会では、平成 22年１月から日本年金機構からの委

託により、全国 40 都道府県に設置されている 78 か所の「街角の年金相談セン

ター（オフィスを含む。以下「街角センター」という。）」を運営しています。 

このたび、街角センターの職員を以下の要領により募集することとしました

ので、お知らせします。 

 

 平成 30年 3月 16日 

 全国社会保険労務士会連合会 

 千葉県社会保険労務士会 

 

 

【募集職種】 

・年金相談担当者 

 

【業務内容】 

・年金相談業務に係る一連の業務（年金相談業務に係る庶務的業務を含む。） 

 

【応募資格】 

・公的年金の相談窓口経験１年以上、又は公的年金の実務経験者で公的年金の

相談窓口における相談対応が可能な者であること 

・社会保険労務士制度に理解のある者 

 

【募集人数】 

・年金相談担当者・・・・・・・・・・・若干名 

 

 

【勤務地】 

・街角の年金相談センター柏 

 千葉県柏市 4-8-1 柏東口 金子ビル 1Ｆ 

 

【契約期間】 

・平成 30年 6月１日～平成 31年 3月 31日 
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 ※契約は更新することがあります。更新する場合には、従前の勤務成績等に

より、労働条件を変更する場合があります。 

 

【給与】 

・委細面談 

※実務経験、勤務地等を考慮して、日額１０,２００円～１０,９３６円の 

範囲で、個人ごとに決定。 

 

 

【諸手当】 

・通勤手当（実費、上限５５，０００円）を支給 

 

【昇給】なし 

 

【退職手当】なし 

 

【社会保険等】 

・健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険を適用 

 

【勤務時間】 

・１日８時間（始業・終業時間が異なる場合もあります。） 

 

【休日・休暇】 

・原則として週休２日制（土・日）、祝日 

 ※ただし、毎月第２土曜日は年金相談業務を行うため、出勤日となることが

あります。 

・年末年始、年次有給休暇等 

 

【応募方法】 

次の書類を、千葉県社会保険労務士会事務局あてに、ご郵送下さい。 

① 履歴書（写真貼付）、学歴、職歴、資格（ある場合）を記載のこと。 

 ※同一都道府県内に複数の街角センターがある場合、勤務を希望する街角セ

ンターを明記すること。 

② 職務経歴書（公的年金の相談窓口経験、公的年金実務について、どのよう

な経験があるか具体的に示してください。） 

※応募書類は、返却いたしませんのでご了承下さい。 
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【応募先】 

・千葉県社会保険労務士会 

 〒260-0015 

  千葉県千葉市中央区富士見 2-7-5 富士見ハイネスビル 7Ｆ 

   

【応募期限】 

・平成３０年５月３０日（水）必着 

 

【選考方法】 

・書類選考の上、面接を実施 

 ※書類選考の結果については、結果にかかわらず郵送で連絡。 

※その後、面接日についてご調整させていただきます。 

 

【その他】 

・応募の秘密については厳守します 

 


